
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①中央分離帯の開放 

②右折禁止又は 
右折滞留長の延長 

③信号設置 
車線の仕切り 

商工センターサミットからの要望箇所図 
ランプ出口 

資料２－１ 

４月４日・１９日に商工センターサミットから追加であった意見 

〔意見項目〕 

① 店舗西側出入口の北側の中央分離帯の一部開放 

② 御幸川第１号橋西（北側）交差点の右折禁止又は右折滞留長の延長 

③ 高速３号線からのランプ出口への信号設置又は御幸川第１号橋東（南側）交差点への

追加による信号設置 


